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インド特許法の基礎（第17回）
～特許の維持・消滅～

河野特許事務所
弁理士　安田　恵

１．はじめに

　インドにおける特許の存続期間は20年である。特許を維持するためには所定の納付期間内に更
新手数料を納付しなければならない。所定の納付期間を徒過しても６ヶ月以内であれば追納する
ことができる。この６ヶ月の延長期間も徒過すると特許は消滅する。ただし、不納付に至った事
情によっては特許の回復が認められることがある。このように特許維持手続きの大枠は日本と同
様である。しかし、納付期間の計算方法、消滅した特許の回復手続きなど、実際の手続きには異
なる点が多い。
　以下、条文及び規則をざっと読んだだけでは分かりにくい特許維持手続きの全体像を図解して
解説する。また、存続期間の満了又は更新手数料の不納付によって失効した特許を検索できる無
料のデータベースを紹介する。

２．特許の維持

⑴　特許の存続期間
　特許の存続期間は出願日から20年である（第53条⑴）。インド特許法には存続期間の延長制度
は設けられていない１。特許の存続期間は、技術革新の推進及び公共の利益の増進を目的２とし
て産業政策上決定されるべき期間である。例えば、改正前の1970年インド特許法における特許の
存続期間は、通常、出願日から14年であったが、食品及び医薬の製法特許の存続期間は、特許付
与日から５年又は出願日から７年のいずれか短い期間と定められていた。食品及び医薬分野の発
明を早期に自由技術化することによって、公共の利益を増進させることが重視されていたと考え
られる。しかし、ＷＴＯ加盟に伴い特許の存続期間は20年に延長された（2002年特許法改正第27
条、Trips協定第33条）。
　特許の存続期間の起算日は特許出願の種類によって異なる（表１参照）。通常の特許出願（第
７条）及び条約出願（第135条）の存続期間は現実の出願日３から20年、PCT国内段階出願の存
続期間は国際出願日から20年（第53条説明）、分割出願の存続期間は原出願の出願日から20年で
ある（第16条⑶）。追加特許の存続期間は、主特許の存続期間と同一である（第55条⑴）。

１　我が国においては、医薬の承認手続きによって特許の存続期間が浸食された場合、特許の存続期間
を延長させことができる（第67条２項）。

２　インド特許法第83条
３　パリ条約第４条の２⑸




